
介護保険制度の改正に伴う介護予防・
日常生活支援総合事業の実施に向けた

第１回 計画策定部会資料
資料５

日常生活支援総合事業の実施に向けた
背景及び基本的な考え方等について
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１．2025年以降の将来を見据えた
地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築
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地域包括ケアシステムの姿病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包
括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

厚生労働省
資料より

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入
所

病院：
急性期、回復期、慢性期

介 護

■介護予防サービス

総合事業では
この部分の充実を図る
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支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について

自助： 介護保険・ 医療保険の自己負担部分
市場サービスの購入
自身や家族による対応

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提とし
て、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。
○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。
○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。

厚生労働省
資料より

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年３月）より

互助： 費用負担が制度的に保障されていない
ボランティ アなどの支援、 地域住民の
取組み

共助： 介護保険・ 医療保険制度による給付

公助： 介護保険・ 医療保険の公費（ 税金）
部分
自治体等が提供するサービス
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○社会全体で認知症の人びとを支えるため、介護サービスだけでなく、地域の自
助・互助を最大限活用することが必要。

認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ

認知症ｻﾎﾟｰﾄ医

見守り・配食

地域では多様な主体、機関が連携して認知症の人びとを含めた高齢者を支えていくことが必要。

交通手段の確保

交通機関

（小・中・高・大）

見守り、買い物支援

（イメージ）
宅配、新聞配達スーパー、コンビニ、商店

認知症教育

薬局

社会全体で認知症の人びとを支える
厚生労働省
資料より

関係団体や民間企業などの協力も得て、社会全体で認知症の人びとを支える取組を展開

地域包括
支援センター 役所

見守り

認知症になっても
安心して暮らせる地域

認知症ｻﾎﾟｰﾄ医
かかりつけ医

交番

関係府省と連携し、地域の取組を最大限支援

（小・中・高・大）

生涯学習

ICTを活用した見守り 成年後見

金融機関

市町村が中心となって日常生活圏域等で認知症の人びとの
見守り等を含めた自助・互助のネットワークを作る

介護サービス事業者
（デイサービス、
グループホーム等）

見守り
認知症サポーター、民生委
員、ボランティアなど
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成資料より
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成資料より
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尼崎市における将来推計①

要介護･要支援認定者の増加

■10年後、第1号被保険者における認定者数は現在の約1.25倍

第6期計画（平成27～29年度）では、10年後の平成37年度には、認定者が現在の約1.25倍となるほ
か、認定率も26.7％まで上昇することが見込まれている。
介護保険制度の持続可能性を高めるだけでなく、健康寿命の延伸という観点からも、重度化予防・自
立支援の取組の推進が不可欠である。

第1号被保険者の要介護（要支援）認定率、認定者数【第6期計画より】
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尼崎市における将来推計②

■10年後、後期高齢者は1.3倍、生産年齢層は0.9倍

10年後には、後期高齢者の増加にあわせ、認定者も増加する一方、生産年齢層は減少する。これに
より、介護人材の不足が生じることから、専門職としての介護人材は、要介護者や認知症を有する人など
への専門的なサービスにシフトしなければ、本市の介護保険制度を維持することができない。
そのため、総合事業においても、要支援者のうち、家事の支援で生活上のニーズが充足できる人につい
ては、徐々に専門職としての介護人材ではない主体による支援へとシフトしていく必要がある。

介護を担う専門職（介護人材）の不足
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尼崎市における将来推計③

介護保険料の将来推計

保険料基準額の推計（ 第6期計画）

基準額（ 円）

■10年後、1号保険料は現在の約1.5倍

第6期計画（平成27～29年度）の1号保険料基準額は、1月あたり5,922円となっており、全国平均の
5,514円より高くなっている。
10年後の平成37年度には、現在の約1.5倍の8,658円となることが見込まれており、高齢者の生活を考
慮した場合に、介護予防の推進や自立支援の促進、事業費の上昇抑制等が重要な課題である。
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２．地域支援事業の見直し
（総合事業の実施）（総合事業の実施）
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

予防給付（要支援1～２）
事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

地域支援事業の全体像 厚生労働省
資料より

改正前と同様

【財源構成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

充
実

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

※厚生労働省資料を一部改変 12



○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及び
その支援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

事業 内容

訪問型サービ
ス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活
上の支援を提供

通所型サービ 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など

事業 内容

介護予防把握事
業

収集した情報等の活用により、閉じ
こもり等の何らかの支援を要する者
を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓
発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （２） 一般介護予防事業

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
厚生労働省
資料より

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。
※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セ
ンターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのも
の。

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与
等を利用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

通所型サービ
ス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など
日常生活上の支援を提供

その他の生活
支援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配
食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケア
マネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス
等が適切に提供できるようケアマネジメント

発事業

地域介護予防活
動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支
援を行う

一般介護予防事
業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の
達成状況等を検証し、一般介護予防
事業の評価を行う

地域リハビリ
テーション活動
支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、
通所、訪問、地域ケア会議、住民主
体の通いの場等へのリハビリ専門職
等による助言等を実施
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介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

要支援認定

一般高齢者等

【参考】総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予

防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サービ

ス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

従 来 の 要 支 援 者
基本チェックリスト※で判断

※２次予防事業対象者
把握のための基本チェッ
クリストの配布は行わな
い

厚生労働省
資料より

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給付

総 合 事 業

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成資料より
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成資料より
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３．平成29年度の介護予防・日常生活
支援総合事業の実施に向けた本市
における基本的な考え方や課題等における基本的な考え方や課題等
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地域づくりのさらなる推進に向けて

第3期地域福祉計画

第3期地域福祉推進計画
（社会福祉協議会）

介護予防・日常生活
支援総合事業

平成29年度 ⇒ 地域づくり（地域福祉推進）のための計画等がスタート

「尼崎市民の福祉に関する条例」に規定される目標や責務に則り、市民・事業者・行政が
理念を共有し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる地域づくりを進めていく理念を共有し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる地域づくりを進めていく

「 尼崎市民の福祉に関する条例（ 昭和58年3月31日施行） 」 より抜粋

(市民福祉の基本目標)
第2条 市民福祉は、社会的公正が確保されるとともに、個人の自主性が生かされ、生涯にわたり、快適な生活が実現されるもの
でなければならない。
第3条 すべて市民は、生涯のそれぞれの時期に応じて、人間としての尊厳にふさわしい生活が確保されなければならない。
（ 省略）
5すべて市民は、高齢期にあつては、家庭基盤の充実と地域社会における交流を通じて、生きがいのある生活が保障されなけれ
ばならない。
(市、事業者及び市民の責務)
第4条 市は、前2条の市民福祉の基本目標が実現されるよう、市民福祉に関する施策を有機的かつ総合的に策定し、実施するよう
に努めなければならない。
2事業者は、自らも地域社会の構成員であること及びその事業活動が地域社会と密接な関係にあることを認識し、その事業の運
営に当たつては、市民福祉の向上に努めなければならない。
3市民は、自らすすんで自助に努めるとともに、社会連帯の理念に基づき、市民福祉に関する施策の円滑な実施に協力する
ように努めなければならない。 18



市 民

１．健やかな高齢期を過ごせるための介護予防の推進

２．地域における集いの場などを通した支え合い活動の推進

理念の共有

本市の総合事業実施における基本的な考え方

事業者 尼崎市

３．多様な主体の参画の促進 （担い手の裾野の拡大）

４．自立支援に資するケアマネジメント体制の整備

５．本市の介護保険制度の持続可能性の確保 （人材・費用等）
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事業者小地域福祉活動健康・介護予防 持続可能な制度運営

介護予防・日常生活支援総合事業への円滑な移行
短期的な課題

（H29年度）

本市の総合事業実施において取り組むべき主な課題

10年後に向けた課題認識

本市の総合事業の実施にあたっては、円滑な事業移行が当面の課題ではあるが、総合事業の実施によ
り、持続可能な制度運営を行なうとともに、将来に向けた地域づくりを進める必要がある。

介護人材の専門的サー
ビスへのシフトの推進
（要介護者等）

（多様な担い手の参画）

地域での支え合い
活動の充実

（助け合い活動の充実）

地域に密着した
事業所運営

（市民と事業者の
役割分担と連携）

健康寿命の延伸

重度化の予防

住民交流活動の
充実

（身近な集いの場の充実）

介護予防活動の
充実

（住民主体の介護
予防活動の充実）

中期的な課題

（H32年度頃）

長期的な課題

（H37年度頃）

総合事業の費用上
限内での事業運営

効果的・効率的な
事業費の配分

（保険料の上昇緩和）

地域福祉計画と特に関わりが深い部分
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地域福祉計画と介護予防・日常生活支援総合事業①

○ 介護予防・ 日常生活支援総合事業（ 以下「 総合事業」 という ） における地域支え合い型サービス、 地域つどい型
サービスなどは、 まさに地域福祉計画における小地域福祉活動の取組みの一つであり、 総合事業の推進は、 地域福
祉計画の目標を実現することと同じである。

○ 既に先行している高齢者保健福祉専門分科会における議論の中で総合事業は、 「 地域包括ケアシステムにおける
介護予防・ 生活支援の充実と地域福祉の理念の具体化のための事業」 と位置づけられ、 市内で行われている活動や、
様々な取組の提言が行われている。 第3期地域福祉計画には、 そう した内容を盛り込むことを視野に入れながら、
今後、 策定される「 介護予防・ 日常生活支援総合事業実施方針」 と歩調を合わせて策定を進めていく 。

地域福祉計画における総合事業の位置づけ

地域福祉計画には、総合
事業の実行（効）性を担保事業の実行（効）性を担保
するための取組みが必要
とされている。

○ 生活支援・ 介護予防サービスを充実させるためには、 高齢者自身が
生活支援の担い手として「 社会参加・ 社会的役割」 をもつことが必要とされている。

○ その方策の一つとして、 生活困窮者自立支援制度の取組みの中で「 地域の困りごと」 を生活困窮者の「 就労や居
場所」 に転換する取組みをしている自治体がある。 収入は多く はないものの社会から排除されがちな生活困窮者が
「 地域の困りごと」 を就労という形で取り組むことにより、 自立に向けた意欲や地域への帰属意識が高まっている。

○ 実際、 市の生活困窮者の相談者には、 60代以上の年金収入だけでは生活できないといった方も多く 、 両方の制度
が連携することにより、 当事者の自立とともに、 地域の担い手の確保にもつながることが期待できる。

総合事業と地域の担い手づくり（案）

仕事を通じた社会参加に向けて、
ソーシャルビジネスや社会福祉法
人の地域貢献活動など様々な可能
性を考える必要がある。
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地域福祉計画と介護予防・日常生活支援総合事業②

高齢者の在宅生活を支えるために、 ボランティ ア、 ＮＰ Ｏ、 民間企業、 社会福祉法人等の多様な主体による生活支
援・ 介護予防サービスの重層的な提供体制の構築が必要とされている。
そのため、 市の高齢者保健福祉計画（ 第6期)の中で、 生活支援サービス提供体制を構築し、 地域ごとの高齢者ニー

ズを踏まえつつ必要なサービスを提供する仕組みに向けて「 生活支援コーディ ネーター」 を配置することとし、 平成
27年度から取り組みを進めている。 （ 地域福祉活動専門員を増員6人→12人に増員し、 その機能を兼務）
第３ 期地域福祉計画においては、 平成29年度の実施に向けて生活支援サービス基盤整備の更なる推進を図るために、

現在の「 生活支援コーディ ネーター」 の取組みを踏まえつつ、 更に加速させるための仕組みが必要とされている。

地域福祉計画における生活支援サービスの基盤づくり

情
報
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有
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ッ
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ー
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を
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し
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が
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画
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厚生労働省「介護予防・
日常生活支援総合事業
ガイドライン（概要）」
より抜粋
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